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平成２０年生駒市教育委員会第４回定例会会議録 

 
１ 日 時 平成２０年４月２５日(金) 午後３時 

 

２ 場  所 生駒市役所 ４０１・４０２会議室 

 

３ 審査事項 

(1) 臨時代理につき承認を求めることについて（生駒市教育委員会事務局組織規則の

一部を改正する等の規則の制定について） 

(2) 臨時代理につき承認を求めることについて（生駒市教育委員会事務局職員の任命

について） 

 

４ 出席委員 

委員長  中  井  公  人      委 員（委員長職務代理者） 中 田 和 子 

 委 員  村 田 浩 子      教育長          早 川 英 雄 

 

５ 欠席委員 なし 

 

６ 事務局職員出席者  

  教育総務部長        大津輪 幹 夫   生涯学習部長        長 田 二 郎 

  教育総務課長        峯 島   妙  教育指導課長       西 井 久 之 
  人権教育課長      宿 賀   忍  学校給食ｾﾝﾀｰ所長   奥 谷 茂 治 

生涯学習課長        奥 村 直 幸  中央公民館長     松 本 裕 孝 
南ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ館長    上 埜 秀 樹  北ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ館長     奥 田    好 
図書会館長       平 井 克 典    ｽﾎﾟｰﾂ振興課長    中 井   宏 
教育指導課長補佐     井 上   廣  人権教育課長補佐   生 駒 芳 弘 
生涯学習課長補佐    西 野   敦  生涯学習課長補佐   岡 田 安 寛 
男女共同参画ﾌﾟﾗｻﾞ所長 安 田 潤 子  中央公民館長補佐   中 畑 賢 治 
芸術会館長      行 元 政 樹  ｽﾎﾟｰﾂ振興課長補佐   岡 秀 高 

 書記                 楠  下  崇  子  書記          村 田 充 弘 
 

７ 傍聴者 １名 
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午後３時 開会 

 

○中井委員長：ただ今から、平成２０年生駒市教育委員会第４回定例会を開催いたしま

す。 

～～～～～～～～～～～～～～～ 

○中井委員長：日程第１、前回及び前々回会議録の承認を議題といたします。 

会議録につきましては、別紙のとおり調製しておりますが、いかがでございますか。 

 

≪ 異議なし ≫ 

 

○中井委員長：ご異議なしと認め、別紙のとおり調製することに決定いたしました。ご

署名をお願いいたします。 

≪ 署名 ≫ 

～～～～～～～～～～～～～～～ 

○中井委員長：続きまして、日程第２、本日の定例会の会期及び会議時間の決定を議題

といたします。 

私から本日の定例会の会期は本日一日とし、会議時間を本日午後３時から午後５時ま

でとすることを提案いたしますが、いかがでございますか。 

 

≪ 異議なし ≫ 

 

○中井委員長：ご異議なしと認め、第４回定例会の会期は本日一日とし、会議時間を午

後３時から午後５時までとすることに決定いたしました。 

～～～～～～～～～～～～～～～ 

○中井委員長：続きまして、日程第３、諸般報告ですが、来月の行事予定について、各

部庶務担当課長から報告を受けます。教育総務部について、教育総務課、峯島課長、お

願いいたします。 

≪ 峯島課長 報告 ≫ 

 

○中井委員長：生涯学習部について、生涯学習課、奥村課長、お願いいたします。 

 

≪ 奥村課長 報告 ≫ 

 

○中井委員長：皆様から何か質問等ございませんか。 

 

○村田委員：先日、子どもたちが体育館無料開放のチラシを見て開放日を楽しみにして

おりました。素晴らしい企画をありがとうございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～ 
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○中井委員長：続きまして、日程第４、報告第６号「臨時代理につき承認を求めること

について（生駒市教育委員会事務局組織規則の一部を改正する等の規則の制定につい

て）」を議題といたします。 

教育総務課、峯島課長から報告を受けます。 

 

○峯島課長：ご説明申し上げます。本案につきましては、教育委員会を招集するいとま

がなかったため、臨時代理をさせていただいたものでございまして、生駒市教育委員会

教育長に対する事務委任等に関する規則第５条第 2 項の規定により報告し、承認を求め

るものです。 
本案につきましては、主に事務の効率化を目指し、限られた財源の中で、効率的・機

能的な行政体制の再編を図るため「生駒市教育委員会事務局組織規則」の一部を改正す

るものでございます。 
内容といたしましては、まず、生涯学習振興課の名称を生涯学習課に改め、女性青少

年課を統合しております。それに伴い、生涯学習振興係を生涯学習係に改め、女性青少

年係を新設するとともに、女性センターは廃止し、新たに男女共同参画プラザを新設し

ております。 
次に、中央公民館には、これまでなかった図書係を新設するとともに、芸術会館につ

きましてはこれまでも、１係でしたので、この際、管理係を削除させていただきました。

また、南コミュニティセンター、北コミュニティセンター、図書会館については、奉仕

係を図書係と改正しておりますほか、体育振興課につきましては、名称をスポーツ振興

課に改め、係につきましても体育振興係をスポーツ振興係に改めております。 
次に、今年度から法律で義務付けられました教育委員会の点検・評価・公表にかかる

事務を教育総務課庶務係の所掌事務に追加したほか、女性青少年課及び青少年センター

の廃止に伴い、青少年相談に関する業務を教育指導課の所掌事務に追加するなど、教育

総務部の所掌事務についても一部、改正をしております。 
次に、生涯学習部の各課の所掌事務につきましても、先ほどご説明いたしましたよう

に、課の統合や係の新設に伴い、事務分掌の見直しを行いました。 
また、参事及び副参事について、これまで次長の次に規定しておりました参事を、部

長の次に置き、副参事については削除いたしましたほか、このたび新設いたしました男

女共同参画プラザに、施設長及び係長を置くことができるよう規定を設けました。 
以上が、「生駒市教育委員会事務局組織規則」の改正内容でございますが、これらの改

正のうち、課や係の名称変更に伴いまして、引用条文の整理が必要となる「生駒市教育

委員会事務局事務決裁規則」「生駒市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規

則」「生駒市教育委員会公印規則」「生駒市教育委員会事務局職員の職の設置に関する規

則」についても、併せて条文整理を行っております。 
また、「生駒市教育委員会公印規則」につきましては、3 月の定例会で学校種の校種順

について改正をさせていただきましたので、この際、公印の印影についても、新たな校

種順に並べ替えさせていただいております。 
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後に、「生駒市女性センター規則」は廃止させていただきました。 
 以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

○中井委員長：ただ今、ご報告いただきましたが、皆様から何か質問等ございませんか。 

 

≪ 質疑なし ≫ 

 

○中井委員長：課の名称や所掌事務が変わり、いろいろと大変になると思いますが、今

後ともよろしくお願いします。それでは、本案につきましては、報告のとおり承認いた

すことにご異議ございませんか。 

 

≪ 異議なし ≫ 

 

 ○中井委員長：ご異議なしと認めます。よって日程第４、報告第６号「臨時代理につき

承認を求めることについて（生駒市教育委員会事務局組織規則の一部を改正する等の規

則の制定について）」は、報告のとおり承認することに決しました。 

～～～～～～～～～～～～～～～ 

○中井委員長：続きまして、日程第５、報告第７号「臨時代理につき承認を求めること

について（生駒市教育委員会事務局職員の任命について）」を議題といたします。 

教育総務部、大津輪部長から報告を受けます。 

 

○大津輪部長：報告第７号「臨時代理につき承認を求めることについて（生駒市教育委

員会事務局職員の任命について）」ご説明申し上げます。本案につきましては、教育委

員会を招集するいとまがなかったため、臨時代理をさせていただいたものでございまし

て、生駒市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則第５条第 2 項の規定によ

り報告し、承認を求めるものです。 

 内容といたしましては、課長補佐級の管理職１名につきまして、４月１１日付けで人

事異動を発令したものでございまして、市長公室職員課付課長補佐から、生涯学習部中

央公民館館長補佐への異動となっております。 
 以上でございます。ご承認のほど、よろしくお願いいたします。 

 

○中井委員長：ただ今、ご報告いただきましたが、皆様から何か質問等ございませんか。 

 

≪ 質疑なし ≫ 

 

○中井委員長：それでは、本案につきましては、報告のとおり承認いたすことにご異議

ございませんか。 
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 ≪ 異議なし ≫ 

 

○中井委員長：ご異議なしと認めます。よって日程第５、報告第７号「臨時代理につき

承認を求めることについて（生駒市教育委員会事務局職員の任命について）」は、報告

のとおり承認することに決しました。それでは、大津輪部長からご紹介をお願いいたし

ます。 

 

○大津輪部長：それでは、ただ今、ご承認いただきました事務局職員についてご紹介い

たします。 

≪ 紹介 ≫ 

～～～～～～～～～～～～～～～ 

○中井委員長：ありがとうございました。 

ほかに何か連絡事項等ございませんか。 

 

○平井会館長：生駒市図書館が育成し、支援している子ども読書活動ボランティアグル

ープが、この度、国からの表彰を受賞されましたので報告させていただきます。 

 受賞団体は「生駒おはなしの会」で、子どもの読書活動の実践において優れた効果を

上げられたとして、その成果をたたえ「平成２０年度子どもの読書活動優秀実践団体」

として受賞されました。 

 「生駒おはなしの会」は、現在、会員４０名で図書館が主催する「おはなし会」や「絵

本の会」などの各種事業の協力をはじめ、広報いこまの連載記事「わたしがすすめる子

どもの本」の原稿を隔年で執筆していただいております。また、小学校や中学校におい

ておはなし会やブックトークを行うほか、近年では学童保育所、育児サークル、子ども

サポートセンターゆうなどに出向かれるなど、活動の幅を広げられております。 

 なお、授賞式は、「子ども読書の日」であります、去る４月２３日に東京の「国立オ

リンピック記念青少年総合センター」で行われ、４月２８日に団体の代表者の方々が市

長へ受賞報告に来られます。 

 

○中井委員長：ありがとうございました。日ごろからの様々な啓発活動や指導をしてい

ただいている成果が現れたのではないかと思います。 

 昨日の全国学力調査において、全国的に表現能力が劣っている傾向が見受けられまし

た。朝に読書活動の時間を設けるなど、現在でも学校教育の中で実施していただいてお

りますが、読書の習慣をつけていくことが大事なのではないかと思います。 

  

○村田委員：以前、私も生駒おはなしの会に参加してお話を聞かせていただいたことが

あります。ただ本を読むだけではなく、子どもたちが騒いでいても、手遊び等で子ども

たちの気持ちを引き付けてからお話をされるなど、大変工夫されておられました。話が

始まると、騒いでいた子どもたちが静かになり、その姿を見て本を読んでもらうという
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ことは何歳になっても感動して嬉しいものなのだろうなと思いました。本当に受賞おめ

でとうございます。 

 

○中田委員：小学校で、授業が始まる前に読書習慣をつけていらっしゃることは、私も

非常に素晴らしいことだと思います。 

 

○早川教育長：中田委員がおっしゃったように、市内の相当数の学校が、１０分間読書

という活動を取り入れておりますし、全国的にもそのような活動が広がっております。

先ほどおはなし会の報告がありましたが、そのほかに、学校ボランティア、朗読会等、

子どもたちに読み聞かせをしていただくボランティア団体が、かなり学校に入っていた

だいておりますし、学校独自でもそのようなボランティアをもっております。そのよう

な活動の中で、子どもたちが話に夢中になる姿や、図書館で過ごしている子どもたちの

様子を見ると、本来的に子どもは話や本が好きということがよくわかります。ですから、

一層、教育に関わる者として、そういった環境づくりを充実させることが大事ですし、

学校や家庭でも環境づくりが必要だと思います。 

 平成１４年に生駒市図書会館が文部科学大臣賞を受賞し、今回は民間の学習グループ

が２回目を受賞いたしました。これは、生駒市全体の読書推進活動が評価されていると

いうことだと思います。 

 

○中井委員長：ありがとうございます。ほかに何かございますか。 

 

○中田委員：今年度から、教育委員会の活動の点検・評価が義務化されましたが、評価

の項目等、事務局の素案として、具体的に何か考えていることはありますか。 

 

○峯島課長：今年度４月から一斉に始まった制度で、国は「どのような点検・評価項目

を設けるかについては、各教育委員会が実情を踏まえて決定すること」という方針を示

しておりますで、他市の状況を見ながら対応していきたいと考えております。具体的に

は、１９年度の活動状況や結果を２０年度で議会に報告し、市民に向けて公表するのか、

あるいは、２０年度の取組み状況について２０年度末に公表するのか、事務局でも検討

し、教育委員の皆様のご意見も聞き、今年度の方向を決めていきたいと思っております。 

また、学識経験者の知見を活用することとなっておりますので、選考についても、今

後、ご検討いただきたいと思います。 

 

○中井委員長：様々な方から客観的な意見やご提言をいただくことにより、切磋琢磨し、

その声をとらえ、今後どのようにすべきなのかを考えていかなければならないと思いま

す。また、様々な意見が言えるような雰囲気を作っていくことも大事なことだと思いま

すので、準備をよろしくお願いします。 

ほかに何かありませんか。 
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○中田委員：以前出席した小学校入学式で、小学校６年生が１年生の手を繋ぎながら入

場し、安全面も考えながら１年生を座わらせており、とても感動いたしました。市内の

他の小学校でも同様の形式で入学式が行われているのでしょうか。 

 

○早川教育長：入学式に手を繋いで入場するという形は各学校によって違いますが、入

学式当日には、何らかの形で６年生と１年生が関わりをもっております。例えば、６年

生は１年生が教室に入るのを待ち、教室で１年生に名札を付けてあげることなどは、す

べての学校で行われております。 

６年生が１年生の世話をすることで、 上級生としての自覚を高め、入学式という学

校の大事な儀式を成功させるための役割を担うのだという意識付けをさせるために、ほ

とんどの学校で行われていると思います。 

 

○西井課長：補足でございますが、本日、生駒東小学校の校長先生からいただいた校長

便りの中に「道路で車が来た際に、６年生が外側に出て新入生を内側へ誘導している姿

を地域の方がご覧になり、褒めていただいた」という記事がありました。それぞれの学

校で、普段から高学年が低学年をサポートしていることの現れだと思います。 

 

○中田委員：入学式では、６年生が新１年生を思いやる気持ちが伝わってきて、保護者

の間でもとても好評でした。 

 

○早川教育長：６年生の子どもたちも、お兄さんお姉さんになれたという気持ちからか、

とてもいい顔をしていたという印象があります。 

 

○中井委員長：ありがとうございました。ほかにございませんか。 

それでは、本日はこれにて閉会します。 

～～～～～～～～～～～～～～～ 

午後４時 閉会 

 


